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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

４８５ 特定調達契約について一般競争入札に付す 管財課

る件

４８６ 同 同

４８７ 同 同

４８８ 介護老人保健施設の開設を許可した件 長寿いきがい課

４８９ 介護老人保健施設の廃止について届出があ 同

った件

４９０ 指定介護療養型医療施設がその指定を辞退 同

した件

４９１ 指定障害児通所支援事業者を指定した件 障がい福祉課

４９２ 指定障害児通所支援事業の廃止について届 同

出があった件

４９３※ 指定猟法禁止区域を指定する件 鳥獣対策・ふるさと

創造課

４９４※ 鳥獣保護区の存続期間を更新した件 同

４９５※ 鳥獣保護区特別保護地区を指定した件 同

４９６※ 特定猟具使用禁止区域を指定する件 同



【企業管理規程】

番 号 表 題 担当課名

９※ 徳島県企業局企業職員給与規程の一部を改

正する規程



徳
島
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

調
達
物
品
等
の
名
称
及
び
予
定
数
量

徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校
ほ
か
十
七
施
設
で
使
用
す
る
電
気

調
達
期
間
に
お
け
る
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

三
、
七
一
七
、
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

２

調
達
物
品
等
の
特
質
等

仕
様
書
に
よ
る
。

３

契
約
期
間

令
和
五
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

調
達
期
間

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

５

需
要
場
所

施
設
名

所
在
地

徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校

徳
島
市
鮎
喰
町
二
丁
目
四
一
―
六

徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
徳
島
保
健

同

新
蔵
町
三
丁
目
八
〇

所
庁
舎

徳
島
県
小
松
島
県
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

小
松
島
市
堀
川
町
一
―
二
七

タ
ー

徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
吉
野
川
保

吉
野
川
市
鴨
島
町
鴨
島
一
〇
六
―
二

健
所
庁
舎

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
保
健
福
祉

阿
南
市
領
家
町
野
神
三
一
九

環
境
部
阿
南
庁
舎

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
保
健
福
祉

三
好
市
池
田
町
マ
チ
二
五
四
二
番
地
四

環
境
部
三
好
保
健
所
庁
舎

同

美
馬
市
穴
吹
町
穴
吹
字
明
連
二
三

美
馬
保
健
所
庁
舎

徳
島
県
徳
島
家
畜
保
健
衛
生
所

徳
島
市
南
庄
町
五
丁
目
九
四

木
材
利
用
創
造
セ
ン
タ
ー

同

一
―
九

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
一
六
六
〇

セ
ン
タ
ー
本
館

同

板
野
郡
上
板
町
神
宅
字
東
山
一
四
五

農
産
園
芸
研
究
課
上
板
試

験
地

同

同

泉
谷
字
砂
コ
ウ
一



畜
産
研
究
課
本
館
及
び
繁

殖
セ
ン
タ
ー

同

勝
浦
郡
勝
浦
町
沼
江
字
中
筋
一
一
―
一
二

農
業
大
学
校
勝
浦
本
館

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
県
土
整
備

那
賀
郡
那
賀
町
吉
野
字
弥
八
か
へ
六
四
―
一

部
那
賀
庁
舎

徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎

徳
島
市
南
末
広
町
六
―
三
六

徳
島
小
松
島
港
沖
洲
（
外
）
地
区
管

同

東
沖
洲
二
丁
目
六
六
番
地

理
棟

沖
洲
マ
リ
ン
タ
ー
ミ
ナ
ル

同

一
四
番
地

福
井
ダ
ム

阿
南
市
福
井
町
鉦
打
九
五
―
二
一

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

物
品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和

五
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
よ
り
入
札
に
参
加
す

る
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

徳
島
県
物
品
購
入
等
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
綱
に
基
づ
く
指
名
停
止
等
の
措
置
を
受
け
て
い

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
（
同
条
第

六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
暴
力
団

若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

５

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
民
事

再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
又
は
破
産
法

（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
基
づ
く
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

６

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
小
売
電
気
事

業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

７

電
源
構
成
、
非
化
石
証
書
の
使
用
状
況
及
び
二
酸
化
炭
素
排
出
係
数
の
情
報
開
示
、
二
酸
化
炭
素

排
出
係
数
、
未
利
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
等
に
関
し
、
入
札
説
明

書
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

８

調
達
開
始
日
か
ら
供
給
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
手
続
に
関
す
る
事
項

１

二
の
２
の
資
格
を
有
し
て
い
な
い
者
で
、
こ
の
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
徳
島
県
知

事
が
定
め
る
一
般
競
争
入
札
（
指
名
競
争
入
札
）
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い

う
。
）
に
必
要
書
類
を
添
付
し
て
、
２
の

に
掲
げ
る
受
領
期
限
ま
で
に
２
の

に
掲
げ
る
提
出
場

（一）

（二）

所
へ
提
出
し
、
入
札
参
加
資
格
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
同
期
限
ま
で
に
申
請
を

行
っ
た
場
合
で
も
、
申
請
書
類
に
不
備
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
入
札
公
告
に
係
る
入
札
参
加
資
格
が

与
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

２

申
請
書
の
受
領
期
限
及
び
提
出
場
所



受
領
期
限

（一）

令
和
五
年
十
一
月
二
十
二
日
（
水
曜
日
）
午
後
五
時

提
出
場
所

（二）

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
調
度
担
当
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
〇
六
六
）

四

契
約
条
項
を
示
す
場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

五

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
期
間
及
び
方
法

１

期
間

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
（
火
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
日
（
水
曜
日
）
午
後
五

時
ま
で

２

方
法

徳
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
無
料
で
交
付
す
る
。

六

事
前
に
提
出
す
る
書
類
の
提
出
方
法
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
二
に
規
定
す
る
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認

を
受
け
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
３
に
掲
げ
る
提
出
場
所
に
電
子
メ
ー
ル
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、

持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
（
簡
易
書
留
郵
便
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と

し
、
提
出
期
間
内
に
必
着
の
こ
と
。
）
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

入
札
参
加
資
格
確
認
票

（一）

二
酸
化
炭
素
排
出
係
数
等
適
合
証
明
書

（二）

電
気
事
業
法
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
小
売
電
気
事
業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証

（三）
明
す
る
書
類
の
写
し

２

提
出
期
間

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
二
日
（
水
曜
日
）
ま
で
（
県
の
休

日
（
徳
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を

除
く
。
）

３

提
出
場
所

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当
（
電
子
メ
ー
ルk

a
n
z
a
i
k
a
_
e
s
h
i
n
s
e
i
@
m
a
i
l
.
p
r
e
f
.

t
o
k
u
s
h
i
m
a
.
j
p

、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
八
二
八
）

４

提
出
部
数

一
部
と
す
る
。

七

入
札
手
続
等

１

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

日
時

（一）

令
和
五
年
十
二
月
二
十
一
日
（
木
曜
日
）
午
後
一
時
三
十
分

場
所

（二）



徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
入
札
室

郵
送
（
書
留
郵
便
に
限
る
。
）
に
よ
る
場
合
の
入
札
書
の
提
出
期
間
及
び
宛
先

（三）

提
出
期
間

（１）

令
和
五
年
十
二
月
四
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
日
（
水
曜
日
）
午
後
五
時
ま
で
に
必
着

の
こ
と
。

宛
先

（２）

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

２

入
札
方
法

入
札
書
記
載
金
額
は
、
調
達
期
間
の
電
気
料
金
の
総
価
と
す
る
こ
と
。

（一）

落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相

（二）
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金

額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

３

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

４

入
札
の
失
格

入
札
書
記
載
金
額
と
入
札
内
訳
書
記
載
の
合
計
額
（
税
抜
）
が
一
致
し
な
い
者
は
失
格
と
す
る
。

５

入
札
の
無
効

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

二
に
規
定
す
る
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
者
及
び
虚
偽
の
申

（一）
請
を
行
っ
た
者
の
し
た
入
札

指
定
し
た
日
時
ま
で
に
指
定
し
た
場
所
に
到
達
し
な
い
入
札
又
は
郵
便
入
札
の
場
合
で
あ
っ
て

（二）
封
書
の
表
面
に
「
徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校
ほ
か
十
七
施
設
で
使
用
す
る
電
気
の
入
札
書
在
中
」

の
朱
書
が
な
く
、
入
札
書
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
入
札

記
名
の
な
い
入
札

（三）

入
札
事
項
を
表
示
せ
ず
、
若
し
く
は
そ
の
記
載
事
項
が
不
明
確
で
あ
り
、
又
は
一
定
の
金
額
を

（四）
も
っ
て
価
格
を
表
示
し
な
い
入
札

同
一
事
項
に
対
し
て
し
た
二
通
以
上
の
入
札

（五）

他
人
の
代
理
人
を
兼
ね
、
又
は
二
人
以
上
の
代
理
を
し
た
者
の
入
札

（六）

代
理
人
が
入
札
す
る
場
合
に
委
任
状
を
提
出
し
な
い
で
し
た
入
札

（七）

明
ら
か
に
連
合
に
よ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
入
札

（八）

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

（九）
６

落
札
者
の
決
定
方
法

徳
島
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
九
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り

作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落

札
者
と
す
る
。
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
行
っ
た
者
が
二
者
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
当



該
入
札
者
に
く
じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

７

契
約
書
作
成
の
要
否

要

８

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

９

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

八

そ
の
他

１

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

２

本
件
特
定
調
達
契
約
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条

の
三
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
で
あ
る
。
次
年
度
以
降
の
予
算
が
減
額
さ
れ
、
又
は
削
除
さ

れ
た
場
合
は
、
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
徳
島
県
は
、

当
該
契
約
の
変
更
又
は
解
除
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る

。
３

問
合
せ
先

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
〇
六
四
）

九

S
u
m
m
ary

１
N
atu
re
an
d
q
u
an
tity
o
f
th
e
p
ro
d
u
cts
b
ein
g
p
u
rch
ased

A
m
o
u
n
t
o
f
electricity

th
at
w
ill
b
e
u
sed
b
y
T
o
ku
sh
im
a
P
refectu

ral
S
ch
o
o
l
o
f

N
u
rsin
g,
an
d
1
7
o
th
er
facilities.

E
stim
ated

am
o
u
n
t
o
f
E
lectric

P
o
w
er
:
3
,
7
1
7
,
0
0
0
kW
h

２
P
erio
d
fo
r
th
e
S
u
b
m
issio
n
o
f
T
en
d
ers

H
an
d
d
elivered

su
b
m
issio
n
s:D
ecem

b
er
2
1
,
2
0
2
3
b
y
1
:3
0
p
.m
.

S
u
b
m
issio
n
s
b
y
m
ail:
M
u
st
b
e
d
elivered

b
etw
een
D
ecem

b
er
4
,
2
0
2
3
-

D
ecem

b
er
2
0
,
2
0
2
3
b
y
5
:0
0
p
.m
.

３
F
o
r
fu
rth
er
in
fo
rm
atio
n
,
p
lease

sen
d
all
en
q
u
iries

to
th
e
fo
llo
w
in
g
ad
d
ress

T
o
ku
sh
im
a
P
refectu

ral
G
o
vern
m
en
t

P
ro
p
erty

M
an
agem

en
t
D
ivisio

n
,
M
an
agem

en
t
S
trategies

D
ep
artm
en
t

1
-
1
B
an
d
ai-
ch
o
,
T
o
ku
sh
im
a
C
ity
7
7
0
-
8
5
7
0

T
el:
0
8
8
-
6
2
1
-
2
0
6
4



徳
島
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

調
達
物
品
等
の
名
称
及
び
予
定
数
量

徳
島
県
消
防
防
災
航
空
隊
及
び
徳
島
県
警
察
航
空
隊
ほ
か
十
一
施
設
で
使
用
す
る
電
気

調
達
期
間
に
お
け
る
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

二
、
八
九
三
、
二
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

２

調
達
物
品
等
の
特
質
等

仕
様
書
に
よ
る
。

３

契
約
期
間

令
和
五
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

調
達
期
間

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

５

需
要
場
所

施
設
名

所
在
地

徳
島
県
消
防
防
災
航
空
隊
及
び
徳
島

板
野
郡
松
茂
町
豊
久
字
朝
日
野
一
五
―
二

県
警
察
航
空
隊

徳
島
県
立
防
災
セ
ン
タ
ー
及
び
徳
島

同

北
島
町
鯛
浜
字
大
西
一
六
五

県
消
防
学
校

徳
島
県
鳴
門
合
同
庁
舎

鳴
門
市
撫
養
町
立
岩
字
七
枚
一
二
八

徳
島
県
食
肉
衛
生
検
査
所

徳
島
市
不
動
本
町
二
丁
目
一
四
〇
―
三

徳
島
県
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー

名
西
郡
神
山
町
阿
野
字
長
谷
三
三
三

徳
島
県
自
治
研
修
セ
ン
タ
ー

徳
島
市
南
庄
町
五
丁
目
七
七
―
一

徳
島
県
中
央
こ
ど
も
女
性
相
談
セ
ン

同

昭
和
町
五
丁
目
五
―
一

タ
ー

徳
島
県
立
保
健
製
薬
環
境
セ
ン
タ
ー

同

万
代
町
五
丁
目
七
一

放
射
能
棟

徳
島
県
立
中
央
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

同

南
末
広
町
二
三
―
六
四

徳
島
県
立
南
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

阿
南
市
桑
野
町
岡
元
一
〇
九
―
一

徳
島
県
立
西
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
貞
光
字
東
浦
一
二
八
―
四

徳
島
県
立
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー

徳
島
市
雑
賀
町
西
開
一
一
番
地
の
二

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

物
品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和

五
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
よ
り
入
札
に
参
加
す

る
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。



３

徳
島
県
物
品
購
入
等
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
綱
に
基
づ
く
指
名
停
止
等
の
措
置
を
受
け
て
い

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
（
同
条
第

六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
暴
力
団

若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

５

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
民
事

再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
又
は
破
産
法

（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
基
づ
く
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

６

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
小
売
電
気
事

業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

７

電
源
構
成
、
非
化
石
証
書
の
使
用
状
況
及
び
二
酸
化
炭
素
排
出
係
数
の
情
報
開
示
、
二
酸
化
炭
素

排
出
係
数
、
未
利
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
等
に
関
し
、
入
札
説
明

書
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

８

調
達
開
始
日
か
ら
供
給
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
手
続
に
関
す
る
事
項

１

二
の
２
の
資
格
を
有
し
て
い
な
い
者
で
、
こ
の
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
徳
島
県
知

事
が
定
め
る
一
般
競
争
入
札
（
指
名
競
争
入
札
）
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い

う
。
）
に
必
要
書
類
を
添
付
し
て
、
２
の

に
掲
げ
る
受
領
期
限
ま
で
に
２
の

に
掲
げ
る
提
出
場

（一）

（二）

所
へ
提
出
し
、
入
札
参
加
資
格
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
同
期
限
ま
で
に
申
請
を

行
っ
た
場
合
で
も
、
申
請
書
類
に
不
備
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
入
札
公
告
に
係
る
入
札
参
加
資
格
が

与
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

２

申
請
書
の
受
領
期
限
及
び
提
出
場
所

受
領
期
限

（一）

令
和
五
年
十
一
月
二
十
二
日
（
水
曜
日
）
午
後
五
時

提
出
場
所

（二）

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
調
度
担
当
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
〇
六
六
）

四

契
約
条
項
を
示
す
場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

五

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
期
間
及
び
方
法

１

期
間

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
（
火
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
日
（
水
曜
日
）
午
後
五

時
ま
で

２

方
法

徳
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
無
料
で
交
付
す
る
。

六

事
前
に
提
出
す
る
書
類
の
提
出
方
法
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
二
に
規
定
す
る
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認



を
受
け
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
３
に
掲
げ
る
提
出
場
所
に
電
子
メ
ー
ル
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、

持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
（
簡
易
書
留
郵
便
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と

し
、
提
出
期
間
内
に
必
着
の
こ
と
。
）
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

入
札
参
加
資
格
確
認
票

（一）

二
酸
化
炭
素
排
出
係
数
等
適
合
証
明
書

（二）

電
気
事
業
法
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
小
売
電
気
事
業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証

（三）
明
す
る
書
類
の
写
し

２

提
出
期
間

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
二
日
（
水
曜
日
）
ま
で
（
県
の
休

日
（
徳
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を

除
く
。
）

３

提
出
場
所

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当
（
電
子
メ
ー
ルk

a
n
z
a
i
k
a
_
e
s
h
i
n
s
e
i
@
m
a
i
l
.
p
r
e
f
.

t
o
k
u
s
h
i
m
a
.
j
p

、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
八
二
八
）

４

提
出
部
数

一
部
と
す
る
。

七

入
札
手
続
等

１

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

日
時

（一）

令
和
五
年
十
二
月
二
十
一
日
（
木
曜
日
）
午
後
二
時

場
所

（二）

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
入
札
室

郵
送
（
書
留
郵
便
に
限
る
。
）
に
よ
る
場
合
の
入
札
書
の
提
出
期
間
及
び
宛
先

（三）

提
出
期
間

（１）

令
和
五
年
十
二
月
四
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
日
（
水
曜
日
）
午
後
五
時
ま
で
に
必
着

の
こ
と
。

宛
先

（２）

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

２

入
札
方
法

入
札
書
記
載
金
額
は
、
調
達
期
間
の
電
気
料
金
の
総
価
と
す
る
こ
と
。

（一）

落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相

（二）
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金



額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

３

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

４

入
札
の
失
格

入
札
書
記
載
金
額
と
入
札
内
訳
書
記
載
の
合
計
額
（
税
抜
）
が
一
致
し
な
い
者
は
失
格
と
す
る
。

５

入
札
の
無
効

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

二
に
規
定
す
る
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
者
及
び
虚
偽
の
申

（一）
請
を
行
っ
た
者
の
し
た
入
札

指
定
し
た
日
時
ま
で
に
指
定
し
た
場
所
に
到
達
し
な
い
入
札
又
は
郵
便
入
札
の
場
合
で
あ
っ
て

（二）
封
書
の
表
面
に
「
徳
島
県
消
防
防
災
航
空
隊
及
び
徳
島
県
警
察
航
空
隊
ほ
か
十
一
施
設
で
使
用
す

る
電
気
の
入
札
書
在
中
」
の
朱
書
が
な
く
、
入
札
書
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
入
札

記
名
の
な
い
入
札

（三）

入
札
事
項
を
表
示
せ
ず
、
若
し
く
は
そ
の
記
載
事
項
が
不
明
確
で
あ
り
、
又
は
一
定
の
金
額
を

（四）
も
っ
て
価
格
を
表
示
し
な
い
入
札

同
一
事
項
に
対
し
て
し
た
二
通
以
上
の
入
札

（五）

他
人
の
代
理
人
を
兼
ね
、
又
は
二
人
以
上
の
代
理
を
し
た
者
の
入
札

（六）

代
理
人
が
入
札
す
る
場
合
に
委
任
状
を
提
出
し
な
い
で
し
た
入
札

（七）

明
ら
か
に
連
合
に
よ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
入
札

（八）

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

（九）
６

落
札
者
の
決
定
方
法

徳
島
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
九
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り

作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落

札
者
と
す
る
。
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
行
っ
た
者
が
二
者
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
当

該
入
札
者
に
く
じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

７

契
約
書
作
成
の
要
否

要

８

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

９

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

八

そ
の
他

１

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

２

本
件
特
定
調
達
契
約
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条

の
三
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
で
あ
る
。
次
年
度
以
降
の
予
算
が
減
額
さ
れ
、
又
は
削
除
さ

れ
た
場
合
は
、
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
徳
島
県
は
、

当
該
契
約
の
変
更
又
は
解
除
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る

。
３

問
合
せ
先



郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
〇
六
四
）

九

S
u
m
m
ary

１
N
atu
re
an
d
q
u
an
tity
o
f
th
e
p
ro
d
u
cts
b
ein
g
p
u
rch
ased

A
m
o
u
n
t
o
f
electricity

th
at
w
ill
b
e
u
sed
b
y
T
o
ku
sh
im
a
P
refectu

ral

F
ire
an
d
D
isaster

A
viatio

n
U
n
it
an
d
T
o
ku
sh
im
a
P
refectu

ral
P
o
lice
A
viatio

n

U
n
it,
an
d
1
1
o
th
er
facilities.

E
stim
ated

am
o
u
n
t
o
f
E
lectric

P
o
w
er
:
2
,
8
9
3
,
2
0
0
kW
h

２
P
erio
d
fo
r
th
e
S
u
b
m
issio
n
o
f
T
en
d
ers

H
an
d
d
elivered

su
b
m
issio
n
s:D
ecem

b
er
2
1
,
2
0
2
3
b
y
2
:0
0
p
.m
.

S
u
b
m
issio
n
s
b
y
m
ail:
M
u
st
b
e
d
elivered

b
etw
een
D
ecem

b
er
4
,
2
0
2
3
-

D
ecem

b
er
2
0
,
2
0
2
3
b
y
5
:0
0
p
.m
.

３
F
o
r
fu
rth
er
in
fo
rm
atio
n
,
p
lease

sen
d
all
en
q
u
iries

to
th
e
fo
llo
w
in
g
ad
d
ress

T
o
ku
sh
im
a
P
refectu

ral
G
o
vern
m
en
t

P
ro
p
erty

M
an
agem

en
t
D
ivisio

n
,
M
an
agem

en
t
S
trategies

D
ep
artm
en
t

1
-
1
B
an
d
ai-
ch
o
,
T
o
k
u
sh
im
a
C
ity
7
7
0
-
8
5
7
0

T
el:
0
8
8
-
6
2
1
-
2
0
6
4



徳
島
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

調
達
物
品
等
の
名
称
及
び
予
定
数
量

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
水
産
研
究
課
鳴
門
庁
舎
ほ
か
十
一
施
設
で
使
用
す

る
電
気

調
達
期
間
に
お
け
る
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

一
、
一
六
三
、
一
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

２

調
達
物
品
等
の
特
質
等

仕
様
書
に
よ
る
。

３

契
約
期
間

令
和
五
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

調
達
期
間

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

５

需
要
場
所

施
設
名

所
在
地

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン

鳴
門
市
瀬
戸
町
堂
浦
字
地
廻
り
壱
九
六
―
一
〇
―
二

タ
ー
水
産
研
究
課
鳴
門
庁
舎

同

海
部
郡
美
波
町
日
和
佐
浦
一
―
三

美
波
庁
舎

同

板
野
郡
上
板
町
泉
谷
字
砂
コ
ウ
一

畜
産
研
究
課
豚
舎

同

同

鶏
舎

同

勝
浦
郡
勝
浦
町
沼
江
字
中
筋
一
一
―
一
二

農
業
大
学
校
勝
浦
資
材
管
理
棟

新
町
川
浄
化
用
水
場

徳
島
市
上
助
任
町
三
本
松
地
先

徳
島
小
松
島
港
赤
石
地
区
コ
ン
テ
ナ
フ
レ

小
松
島
市
和
田
津
開
町
字
北
四
〇
一

ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

加
賀
須
野
橋

板
野
郡
松
茂
町
広
島
字
浜
ノ
須
地
先

立
江
川
排
水
機
場

小
松
島
市
赤
石
町
三
―
四
三

正
木
ダ
ム

勝
浦
郡
上
勝
町
大
字
正
木
字
藤
ノ
内
一
八
―
二

宮
川
内
ダ
ム

阿
波
市
土
成
町
宮
川
内
字
平
間
五
八

石
井
引
田
排
水
機
場

名
西
郡
石
井
町
藍
畑
字
東
覚
円

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。



２

物
品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和

五
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
よ
り
入
札
に
参
加
す

る
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

徳
島
県
物
品
購
入
等
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
綱
に
基
づ
く
指
名
停
止
等
の
措
置
を
受
け
て
い

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
（
同
条
第

六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
暴
力
団

若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

５

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
民
事

再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
又
は
破
産
法

（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
基
づ
く
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

６

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
小
売
電
気
事

業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

７

電
源
構
成
、
非
化
石
証
書
の
使
用
状
況
及
び
二
酸
化
炭
素
排
出
係
数
の
情
報
開
示
、
二
酸
化
炭
素

排
出
係
数
、
未
利
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
等
に
関
し
、
入
札
説
明

書
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

８

調
達
開
始
日
か
ら
供
給
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
手
続
に
関
す
る
事
項

１

二
の
２
の
資
格
を
有
し
て
い
な
い
者
で
、
こ
の
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
徳
島
県
知

事
が
定
め
る
一
般
競
争
入
札
（
指
名
競
争
入
札
）
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い

う
。
）
に
必
要
書
類
を
添
付
し
て
、
２
の

に
掲
げ
る
受
領
期
限
ま
で
に
２
の

に
掲
げ
る
提
出
場

（一）

（二）

所
へ
提
出
し
、
入
札
参
加
資
格
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
同
期
限
ま
で
に
申
請
を

行
っ
た
場
合
で
も
、
申
請
書
類
に
不
備
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
入
札
公
告
に
係
る
入
札
参
加
資
格
が

与
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

２

申
請
書
の
受
領
期
限
及
び
提
出
場
所

受
領
期
限

（一）

令
和
五
年
十
一
月
二
十
二
日
（
水
曜
日
）
午
後
五
時

提
出
場
所

（二）

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
調
度
担
当
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
〇
六
六
）

四

契
約
条
項
を
示
す
場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

五

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
期
間
及
び
方
法

１

期
間

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
（
火
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
日
（
水
曜
日
）
午
後
五

時
ま
で

２

方
法



徳
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
無
料
で
交
付
す
る
。

六

事
前
に
提
出
す
る
書
類
の
提
出
方
法
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
二
に
規
定
す
る
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認

を
受
け
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
３
に
掲
げ
る
提
出
場
所
に
電
子
メ
ー
ル
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、

持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
（
簡
易
書
留
郵
便
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と

し
、
提
出
期
間
内
に
必
着
の
こ
と
。
）
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

入
札
参
加
資
格
確
認
票

（一）

二
酸
化
炭
素
排
出
係
数
等
適
合
証
明
書

（二）

電
気
事
業
法
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
小
売
電
気
事
業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証

（三）
明
す
る
書
類
の
写
し

２

提
出
期
間

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
二
日
（
水
曜
日
）
ま
で
（
県
の
休

日
（
徳
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を

除
く
。
）

３

提
出
場
所

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当
（
電
子
メ
ー
ルk

a
n
z
a
i
k
a
_
e
s
h
i
n
s
e
i
@
m
a
i
l
.
p
r
e
f
.

t
o
k
u
s
h
i
m
a
.
j
p

、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
八
二
八
）

４

提
出
部
数

一
部
と
す
る
。

七

入
札
手
続
等

１

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

日
時

（一）

令
和
五
年
十
二
月
二
十
一
日
（
木
曜
日
）
午
後
二
時
三
十
分

場
所

（二）

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
入
札
室

郵
送
（
書
留
郵
便
に
限
る
。
）
に
よ
る
場
合
の
入
札
書
の
提
出
期
間
及
び
宛
先

（三）

提
出
期
間

（１）

令
和
五
年
十
二
月
四
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
日
（
水
曜
日
）
午
後
五
時
ま
で
に
必
着

の
こ
と
。

宛
先

（２）

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

２

入
札
方
法

入
札
書
記
載
金
額
は
、
調
達
期
間
の
電
気
料
金
の
総
価
と
す
る
こ
と
。

（一）

落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相

（二）



当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金

額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

３

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

４

入
札
の
失
格

入
札
書
記
載
金
額
と
入
札
内
訳
書
記
載
の
合
計
額
（
税
抜
）
が
一
致
し
な
い
者
は
失
格
と
す
る
。

５

入
札
の
無
効

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

二
に
規
定
す
る
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
者
及
び
虚
偽
の
申

（一）
請
を
行
っ
た
者
の
し
た
入
札

指
定
し
た
日
時
ま
で
に
指
定
し
た
場
所
に
到
達
し
な
い
入
札
又
は
郵
便
入
札
の
場
合
で
あ
っ
て

（二）
封
書
の
表
面
に
「
徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
水
産
研
究
課
鳴
門
庁
舎
ほ
か
十

一
施
設
で
使
用
す
る
電
気
の
入
札
書
在
中
」
の
朱
書
が
な
く
、
入
札
書
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

な
か
っ
た
入
札

記
名
の
な
い
入
札

（三）

入
札
事
項
を
表
示
せ
ず
、
若
し
く
は
そ
の
記
載
事
項
が
不
明
確
で
あ
り
、
又
は
一
定
の
金
額
を

（四）
も
っ
て
価
格
を
表
示
し
な
い
入
札

同
一
事
項
に
対
し
て
し
た
二
通
以
上
の
入
札

（五）

他
人
の
代
理
人
を
兼
ね
、
又
は
二
人
以
上
の
代
理
を
し
た
者
の
入
札

（六）

代
理
人
が
入
札
す
る
場
合
に
委
任
状
を
提
出
し
な
い
で
し
た
入
札

（七）

明
ら
か
に
連
合
に
よ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
入
札

（八）

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

（九）
６

落
札
者
の
決
定
方
法

徳
島
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
九
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り

作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落

札
者
と
す
る
。
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
行
っ
た
者
が
二
者
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
当

該
入
札
者
に
く
じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

７

契
約
書
作
成
の
要
否

要

８

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

９

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

八

そ
の
他

１

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

２

本
件
特
定
調
達
契
約
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条

の
三
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
で
あ
る
。
次
年
度
以
降
の
予
算
が
減
額
さ
れ
、
又
は
削
除
さ



れ
た
場
合
は
、
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
徳
島
県
は
、

当
該
契
約
の
変
更
又
は
解
除
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る

。
３

問
合
せ
先

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
〇
六
四
）

九

S
u
m
m
ary

１
N
atu
re
an
d
q
u
an
tity
o
f
th
e
p
ro
d
u
cts
b
ein
g
p
u
rch
ased

A
m
o
u
n
t
o
f
electricity

th
at
w
ill
b
e
u
sed
b
y
T
o
ku
sh
im
a
P
refectu

ral

A
gricu

ltu
re,
F
o
restry

an
d
F
ish
eries

T
ech
n
o
lo
gy
S
u
p
p
o
rt
C
en
ter
F
ish
eries

R
esearch

D
ivisio

n
N
aru
to
O
ffice,

an
d
1
1
o
th
er
facilities.

E
stim
ated

am
o
u
n
t
o
f
E
lectric

P
o
w
er
:
1
,
1
6
3
,
1
0
0
kW
h

２
P
erio
d
fo
r
th
e
S
u
b
m
issio
n
o
f
T
en
d
ers

H
an
d
d
elivered

su
b
m
issio
n
s:D
ecem

b
er
2
1
,
2
0
2
3
b
y
2
:3
0
p
.m
.

S
u
b
m
issio
n
s
b
y
m
ail:
M
u
st
b
e
d
elivered

b
etw
een
D
ecem

b
er
4
,
2
0
2
3
-

D
ecem

b
er
2
0
,
2
0
2
3
b
y
5
:0
0
p
.m
.

３
F
o
r
fu
rth
er
in
fo
rm
atio
n
,
p
lease

sen
d
all
en
q
u
iries

to
th
e
fo
llo
w
in
g
ad
d
ress

T
o
ku
sh
im
a
P
refectu

ral
G
o
vern
m
en
t

P
ro
p
erty

M
an
agem

en
t
D
ivisio

n
,
M
an
agem

en
t
S
trategies

D
ep
artm
en
t

1
-
1
B
an
d
ai-
ch
o
,
T
o
ku
sh
im
a
C
ity
7
7
0
-
8
5
7
0

T
el:
0
8
8
-
6
2
1
-
2
0
6
4



徳
島
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
を
許
可
し
た
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

介

護

老

人

保

健

施

設

サ
ー
ビ
ス
の

開

設

者

許
可
年
月
日

名

称

所

在

地

種

類

介
護
老
人
保
健
施
設
小
松
島
名
月
苑

小
松
島
市
中
田
町
字
狭
間
四
八
番
地

医
療
法
人
栄
寿
会

介
護
老
人
保
健
施
設

令
和
五
年
十
月
一
日



徳
島
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
老
人
保
健
施
設
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

っ
た
。令

和
五
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

介
護
老
人
保
健
施
設

廃
止
の
届
出

開

設

者

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

の

受

理

日

介
護
老
人
保
健
施
設
ゆ
う
ゆ
う
荘

小
松
島
市
中
田
町
字
狭
間
四
八
番
地

医
療
法
人
成
悠
会

介
護
老
人
保
健
施

令
和
五
年
八
月
二

令
和
五
年
九
月
三

設

十
九
日

十
日



徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
号

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
療

養
型
医
療
施
設
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

開

設

者

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

辞
退
年
月
日

名

称

所

在

地

芳
川
病
院

板
野
郡
松
茂
町
中
喜
来
字
群
恵
二
七

医
療
法
人
悠
穣
会

介
護
療
養
型
医
療
施
設

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

八
番
地
の
八

北
條
病
院

三
好
市
池
田
町
マ
チ
二
五
二
六
番
地

北
條
文
彦

同

同

七



徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

障

害

児

通

所

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

支

援

の

種

類

株
式
会
社
ハ
ビ
リ
テ

徳
島
市
中
島
田
町
四
丁
目
五
三

ゆ
ず
り
は
ｐ
ｌ
ｕ
ｓ

徳
島
市
中
島
田
町
四
丁
目
五
三

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

令
和
五
年
六
月

番
地
の
一

番
地
の
一

一
日

く
ら
す
ぴ
っ
つ
株
式
会
社

板
野
郡
藍
住
町
勝
瑞
字
正
喜
地

く
ら
す
ぴ
っ
つ
ｋ
ｉ
ｄ
ｓ

板
野
郡
藍
住
町
徳
命
字
元
村
一

児
童
発
達
支
援

同

八
月

二
二
一
番
地
一
ア
ビ
タ
シ
オ
ン

四
六
│
一
一

保
育
所
等
訪
問
支
援

一
日

勝
瑞
Ｊ
二
〇
一
号

社
会
福
祉
法
人
い
ず
み
福

鳴
門
市
鳴
門
町
高
島
字
南
四
三

ア
ト
レ

鳴
門
市
鳴
門
町
高
島
字
北
二
二

児
童
発
達
支
援

同

九
月

祉
会

三
番
地
二

一
番
地

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

一
日

株
式
会
社
高
徳

徳
島
市
津
田
町
二
丁
目
五
番
二

ギ
フ
テ
ッ
ド
川
内

徳
島
市
川
内
町
榎
瀬
四
九
四
│

同

同

十
月

四
号

二
二

一
日

株
式
会
社
ｑ
ｕ
ａ
ｔ
ｔ
ｒ

板
野
郡
松
茂
町
中
喜
来
字
群
恵

ナ
チ
ュ
ラ
ル
キ
ッ
ズ
２
ｎ

板
野
郡
北
島
町
北
村
字
三
町
地

保
育
所
等
訪
問
支
援

同

ｏ

一
八
三
番
地
一

ｄ

五
四
│
三



徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て

、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

障
害
児
通
所

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

支
援
の
種
類

の

受

理

日

年

月

日

四
国
日
の
出
商
事
株
式

徳
島
市
国
府
町
南
岩
延
字
西
野

日
の
出
タ
ッ
チ
国
府
教

徳
島
市
国
府
町
南
岩
延
字
西
野

放
課
後
等
デ
イ

令
和
五
年
九
月

令
和
五
年
九
月

会
社

八
九
五
番
地
一
五

室

八
九
八
番
地
一
一

サ
ー
ビ
ス

二
十
六
日

三
十
日



徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
猟
法
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

名

称

指
定
猟
法

区

域

面

積

存
続
期
間

の
種
類

橘
湾
指
定

鉛
散
弾
を

阿
南
市
福
井
町
の
於
越
岬
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
海

九
八
ヘ

令
和
五
年

猟
法
禁
止

使
用
す
る

岸
線
を
西
に
進
み
同
町
赤
崎
の
県
道
福
井
椿
泊
加
茂
前
線

ク
タ
ー

十
一
月
一

区
域

方
法

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
に
進
み
市
道

ル

日
か
ら
令

浜
田
船
端
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北

和
十
年
十

及
び
北
東
に
約
五
五
〇
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
地
点
に
至
り
、

月
三
十
一

同
所
か
ら
海
岸
線
を
北
東
に
進
み
忠
次
郎
岬
の
南
端
に
至

日
ま
で

り
、
同
所
か
ら
起
点
と
の
見
通
し
線
を
南
東
に
進
み
起
点

に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

谷
道
指
定

く
く
り
わ

三
好
市
東
祖
谷
の
天
狗
塚
登
山
口
を
起
点
と
し
、
同
所

三
、
〇

同

猟
法
禁
止

な
を
使
用

か
ら
稜
線
を
南
に
進
み
天
狗
峠
に
至
り
、
同
所
か
ら
高
知

一
〇
ヘ

り
ょ
う

区
域

す
る
方
法

県
と
の
県
境
を
南
に
進
み
二
等
三
角
点
安
野
山
（
標
高
一

ク
タ
ー

、
六
四
三
・
一
メ
ー
ト
ル
）
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
境

ル

を
西
に
進
み
三
等
三
角
点
矢
筈
山
（
標
高
一
、
六
〇
六
・

六
メ
ー
ト
ル
）
に
至
り
、
同
所
か
ら
更
に
同
県
境
を
西
に

進
み
国
有
林
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

境
界
線
を
北
東
に
進
み
オ
ス
ノ
ウ
チ
谷
川
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
川
を
下
流
に
進
み
、
等
高
線
八
〇
〇
メ

ー
ト
ル
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
等
高
線
を
東
、

南
東
及
び
北
東
に
進
み
阿
佐
東
谷
川
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
川
を
上
流
に
進
み
亀
尻
峠
に
至
り
、
同
所
か

ら
稜
線
を
東
に
進
み
治
山
作
業
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同

り
ょ
う

所
か
ら
同
作
業
道
を
南
西
に
進
み
林
道
阿
佐
名
頃
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
南
東
に
進
み
第
二
西

山
谷
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
北
東
に

進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域



徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
更
新
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

鳥
獣
保
護
区

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

区

域

面

積

存
続
期
間

の
名
称

指
定
区
分

指

定

目

的

妙
見
山
鳥
獣

嗚
門
市
撫
養
町
岡
崎
の
市
道
弁
財
天
岡
崎
線
と
海
岸
線

一
七
〇
ヘ

令
和
五
年
十
一

身
近
な
鳥
獣
生
息
地

こ
の
区
域
は
、
鳴
門
市
の
市
街

保
護
区

と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
海
岸
線
を
東
に
進

ク
タ
ー
ル

月
一
日
か
ら
令

地
の
東
部
に
隣
接
し
、
広
葉
樹
及

み
ぼ
ら
山
東
端
の
灯
台
に
至
り
、
同
所
か
ら
海
岸
線
を
南

和
十
五
年
十
月

び
マ
ツ
を
中
心
と
す
る
海
岸
林
を

に
進
み
市
道
里
浦
片
桐
東
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

三
十
一
日
ま
で

形
成
し
、
瀬
戸
内
海
国
立
公
園
に

所
か
ら
同
市
道
、
市
道
里
浦
片
桐
東
中
央
線
、
市
道
里
浦

指
定
さ
れ
、
市
民
の
憩
い
の
場
と

花
面
平
松
線
、
市
道
里
浦
花
面
北
五
号
線
及
び
市
道
第
二

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
タ
カ
類
の

中
学
校
線
を
西
に
進
み
市
道
林
崎
弁
財
天
線
と
の
交
点
に

渡
り
の
コ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
ほ

至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
、
市
道
妙
見
山
弁
財
天
線
及
び

か
、
多
様
な
鳥
類
の
生
息
が
確
認

市
道
弁
財
天
岡
崎
線
を
北
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲

で
き
る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
保
護
区

ま
れ
た
一
円
の
区
域

に
指
定
し
、
生
息
す
る
鳥
類
の
生

息
環
境
の
維
持
を
図
る
。

板
野
町
東
部

板
野
郡
板
野
町
川
端
字
富
士
谷
の
富
ノ
谷
砂
防
ダ
ム
上

一
三
七
ヘ

同

同

こ
の
区
域
は
、
野
生
鳥
獣
の
生

鳥
獣
保
護
区

流
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
富
ノ
谷
と
富
士
谷
と
の
合
流
点

ク
タ
ー
ル

育
環
境
と
し
て
特
に
良
好
な
落
葉

を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
谷
を
上
流
に
約
五
〇
メ
ー
ト

広
葉
樹
林
を
有
し
て
い
る
こ
と
及

ル
進
み
谷
と
の
合
流
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
谷
を
南
西

び
自
然
環
境
の
保
全
を
図
る
と
と

に
進
み
大
坂
境
の
稜
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

も
に
自
然
教
育
に
資
す
る
た
め
、

り
ょ
う

稜
線
を
北
及
び
北
東
に
進
み
鳴
門
市
と
の
境
界
線
と
の
交

板
野
町
条
例
に
よ
り
板
野
町
東
部

り
ょ
う

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
東
に
進
み
二
等
三
角

山
林
保
全
活
用
林
に
設
定
さ
れ
、

点
藍
染
山
（
標
高
四
一
三
・
九
メ
ー
ト
ル
）
に
至
り
、
同

野
生
動
植
物
の
採
取
が
禁
止
さ
れ

所
か
ら
谷
を
南
東
に
進
み
富
ノ
谷
と
の
合
流
点
に
至
り
、

て
い
る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
保
護
区

同
所
か
ら
同
谷
を
南
西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ

に
指
定
し
、
当
該
区
域
の
生
態
系

た
一
円
の
区
域

の
保
全
及
び
同
条
例
の
目
的
の
達



成
を
図
る
。

伊
島
鳥
獣
保

阿
南
市
伊
島
町
の
二
子
碆
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
海

四
五
五
ヘ

同

集
団
渡
来
地

こ
の
区
域
は
、
鳥
類
の
生
息
に

護
区

上
を
北
北
東
に
進
み
西
の
長
碆
に
至
り
、
同
所
か
ら
海
上

ク
タ
ー
ル

適
し
た
岩
石
地
が
あ
り
、
区
域
の

を
北
東
に
進
み
棚
子
島
の
西
端
に
至
り
、
同
所
か
ら
海
岸

ほ
ぼ
全
域
が
天
然
広
葉
樹
林
で
構

線
を
東
に
進
み
同
島
の
北
端
に
至
り
、
同
所
か
ら
海
上
を

成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
地
形
及
び

東
北
東
に
進
み
弁
天
島
の
北
端
に
至
り
、
同
所
か
ら
海
上

植
生
の
状
況
は
、
渡
り
鳥
等
の
渡

を
北
東
に
進
み
野
辺
崎
の
北
端
に
至
り
、
同
所
か
ら
海
岸

来
及
び
生
育
に
適
し
て
い
る
こ
と

線
を
南
に
進
み
小
浦
鼻
に
至
り
、
同
所
か
ら
海
上
を
南
に

か
ら
、
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、

進
み
黒
崎
に
至
り
、
同
所
か
ら
海
上
を
南
に
進
み
水
島
の

当
該
区
域
に
渡
来
し
、
又
は
生
息

東
端
に
至
り
、
同
所
か
ら
海
上
を
南
西
に
進
み
伊
島
の
南

す
る
鳥
類
の
生
息
環
境
の
維
持
を

端
に
至
り
、
同
所
か
ら
海
上
を
西
南
西
に
進
み
ア
シ
カ
碆

図
る
。

に
至
り
、
同
所
か
ら
海
上
を
西
南
西
に
進
み
起
点
に
至
る

線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

南
阿
波
サ
ン

海
部
郡
美
波
町
日
和
佐
浦
の
城
山
公
園
日
和
佐
城
を
起

一
一
〇
ヘ

同

森
林
鳥
獣
生
息
地

こ
の
区
域
は
、
鳥
獣
の
生
息
に

ラ
イ
ン
鳥
獣

点
と
し
、
同
所
か
ら
稜
線
を
西
に
進
み
海
岸
線
と
の
交
点

ク
タ
ー
ル

適
し
た
天
然
広
葉
樹
林
で
構
成
さ

り
ょ
う

保
護
区

に
至
り
、
同
所
か
ら
海
岸
線
を
東
、
南
及
び
南
西
に
進
み

れ
て
お
り
、
海
岸
部
は
、
鳥
類
の

千
羽
海
崖
を
経
て
南
阿
波
サ
ン
ラ
イ
ン
第
一
駐
車
場
東
端

営
巣
に
適
し
た
海
崖
と
な
っ
て
い

と
丸
島
と
の
見
通
し
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
保
護
区
に
指

見
通
し
線
を
北
西
に
進
み
同
駐
車
場
東
端
に
至
り
、
同
所

定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
し
、
又

か
ら
同
駐
車
場
外
周
線
を
西
に
進
み
県
道
日
和
佐
牟
岐
線

は
渡
来
す
る
鳥
獣
の
生
息
環
境
の

（
南
阿
波
サ
ン
ラ
イ
ン
）
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

維
持
を
図
る
。

同
県
道
を
北
に
五
〇
メ
ー
ト
ル
進
み
稜
線
と
の
交
点
に
至

り
ょ
う

り
、
同
所
か
ら
同
稜
線
を
北
東
に
進
み
更
に
谷
を
北
東
に

り
ょ
う

進
み
千
羽
ト
ン
ネ
ル
上
の
稜
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

り
ょ
う

か
ら
同
稜
線
を
東
に
進
み
三
等
三
角
点
一
ツ
橋
（
標
高
二

り
ょ
う

四
五
・
三
メ
ー
ト
ル
）
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
稜
線
を
北

り
ょ
う

東
及
び
北
西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の

区
域

牟
岐
大
島
鳥

海
部
郡
牟
岐
町
の
大
島
全
島
一
円
の
区
域

一
七
〇
ヘ

同

集
団
繁
殖
地

こ
の
区
域
は
、
鳥
類
の
営
巣
に

獣
保
護
区

ク
タ
ー
ル

適
し
た
岩
石
地
が
あ
り
、
区
域
の



ほ
ぼ
全
域
が
天
然
広
葉
樹
林
で
構

成
さ
れ
、
こ
こ
で
サ
ギ
類
が
コ
ロ

ニ
ー
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
か
ら

、
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、
当
該

区
域
に
お
い
て
繁
殖
し
、
又
は
生

息
す
る
鳥
類
の
生
息
環
境
を
維
持

を
図
る
。



徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
五
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特

別
保
護
地
区
を
指
定
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

特
別
保
護
地

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

区

域

面

積

存
続
期
間

区
の
名
称

指
定
区
分

指

定

目

的

伊
島
鳥
獣
保

阿
南
市
伊
島
町
の
室
戸
阿
南
海
岸
国
定
公
園
第
三
種
特

一
五
三
ヘ

令
和
五
年
十
一

集
団
渡
来
地

こ
の
区
域
は
、
鳥
類
の
生
息
に

護
区
特
別
保

別
地
域
一
円
の
区
域

ク
タ
ー
ル

月
一
日
か
ら
令

適
し
た
岩
石
地
及
び
天
然
広
葉
樹

護
地
区

和
十
五
年
十
月

林
を
有
し
、
渡
り
鳥
等
の
渡
来
及

三
十
一
日
ま
で

び
生
育
に
適
し
て
い
る
こ
と
か
ら

、
特
別
保
護
地
区
に
指
定
し
、
当

該
区
域
に
渡
来
す
る
鳥
類
の
生
息

環
境
の
保
全
を
図
る
。



徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃
器

二

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称
、
区
域
、
面
積
及
び
存
続
期
間

名

称

区

域

面

積

存
続
期
間

鳴
門
特
定

鳴
門
市
鳴
門
町
の
鳴
門
公
園
孫
崎
灯
台
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
兵

八
、
三
一

令
和
五
年

猟
具
使
用

庫
県
南
あ
わ
じ
市
福
良
丙
九
六
六
番
地
西
端
門
崎
と
の
見
通
し
線
を
東

五
ヘ
ク
タ

十
一
月
一

禁
止
区
域

に
進
み
同
見
通
し
線
と
同
県
と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ー
ル

日
か
ら
令

ら
同
境
界
線
を
南
に
進
み
鳴
門
市
里
浦
町
里
浦
字
恵
美
寿
地
先
粟
津
口

和
十
年
十

と
兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
沼
島
一
番
地
（
三
ケ
崎
）
と
の
見
通
し
線
と
の

月
三
十
一

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
見
通
し
線
を
西
に
進
み
鳴
門
市
里
浦
町
里

日
ま
で

浦
字
恵
美
寿
地
先
粟
津
口
に
至
り
、
同
所
か
ら
旧
吉
野
川
左
岸
を
西
に

進
み
大
谷
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
左
岸
を
西
に
進
み
県

道
徳
島
鳴
門
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
に
進
み
県

道
津
慈
広
島
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
に
進
み
市

道
第
二
大
谷
川
東
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
西
に

進
み
市
道
土
池
川
放
水
路
北
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道

を
西
に
進
み
市
道
堀
江
中
央
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道

を
北
に
進
み
市
道
高
畑
松
村
竹
添
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

市
道
を
西
に
進
み
市
道
高
畑
居
屋
敷
西
中
央
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
市
道
高
畑
居
屋
敷
西
一
号
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
Ｊ
Ｒ
高
徳
線
と
の
交
点
に
至
り

、
同
所
か
ら
同
線
を
西
に
横
切
り
市
道
池
谷
浜
田
一
号
線
の
終
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
に
進
み
市
道
池
谷
萩
原
春
日
橋
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
県
道
徳
島
北
灘
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
に
進
み
市
道
板
東
南
中
央
一
号
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
市
道
板
東
南
中
央

二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
市
道
津
慈

板
東
橋
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
に
進
み
市
道
桧

北
中
央
橋
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
市
道

桧
北
中
央
橋
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
に
進
み
市

道
桧
東
中
央
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
県

道
鳴
門
池
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
東
に
進
み

県
道
徳
島
北
灘
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
に
進
み



大
麻
山
鳥
獣
保
護
区
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界

線
を
南
東
に
進
み
大
麻
比
古
神
社
参
道
祓
川
橋
北
詰
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
境
界
線
を
北
東
に
進
み
林
道
西
谷
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
林
道
起
点
の
橋
を
東
に
進
み
市
道
板
東
中
谷
線
と
の
交
点
に
至
り

、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
に
進
み
県
道
鳴
門
池
田
線
と
の
交
点
に
至
り

、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東
に
進
み
市
道
池
谷
宝
憧
寺
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
西
に
進
み
宝
憧
寺
に
至
り
、
同
所
か
ら
稜

り
ょ
う

線
を
北
に
進
み
高
松
自
動
車
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
自
動

車
道
を
北
東
に
進
み
県
道
大
谷
櫛
木
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
県
道
を
南
に
進
み
県
道
鳴
門
池
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
県
道
を
東
に
進
み
市
道
姫
田
大
谷
東
西
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
市
道
を
東
に
進
み
市
道
木
津
姫
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
市
道
を
東
に
進
み
一
般
国
道
一
一
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
国
道
を
北
に
進
み
県
道
亀
浦
港
櫛
木
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
県
道
を
東
に
進
み
市
道
明
神
日
出
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
市
道
を
南
に
進
み
県
道
瀬
戸
港
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
県
道
を
北
東
に
進
み
瀬
戸
小
学
校
北
角
に
至
り
、
同
所
か
ら
海

岸
線
を
北
に
進
み
小
鳴
門
新
橋
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
橋
を

東
に
進
み
島
田
島
海
岸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
海
岸
線
を

北
に
進
み
瀬
方
鼻
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
海
岸
線
を
南
東
に
進
み
堀
越

橋
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
橋
を
東
に
進
み
大
毛
島
海
岸
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
海
岸
線
を
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で

囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域
（
内
海
鳥
獣
保
護
区
及
び
妙
見
山
鳥
獣
保
護
区

の
区
域
を
除
く
。
）

中
池
特
定

鳴
門
市
大
麻
町
姫
田
の
中
池
の
区
域

一
ヘ
ク
タ

同

猟
具
使
用

ー
ル

禁
止
区
域

恩
山
寺
特

小
松
島
市
田
野
町
字
恩
山
寺
谷
の
市
道
田
野
三
号
線
母
養
橋
を
起
点

四
ヘ
ク
タ

同

定
猟
具
使

と
し
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
及
び
南
西
に
進
み
三
界
萬
霊
地
蔵
前
に

ー
ル

用
禁
止
区

至
り
、
同
所
か
ら
恩
山
寺
参
拝
道
駐
車
場
に
至
る
歩
道
を
西
及
び
北
東

域

に
進
み
市
道
田
野
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西

に
進
み
同
市
道
と
私
道
と
の
南
北
の
分
岐
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
私

道
を
北
及
び
東
に
進
み
修
行
大
師
御
尊
像
前
に
至
り
、
同
所
か
ら
恩
山

寺
境
内
の
墓
地
と
民
有
地
と
の
境
界
線
を
北
西
及
び
北
に
進
み
恩
山
寺

自
然
公
園
遊
歩
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
遊
歩
道
を
北
東
に

進
み
休
憩
所
（
東
屋
）
前
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
遊
歩
道
を

南
東
及
び
南
に
進
み
擁
壁
前
の
排
水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
排
水
路
及
び
谷
を
東
に
進
み
恩
山
寺
参
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所



か
ら
同
参
道
を
北
に
進
み
恩
山
寺
山
門
に
至
り
、
同
所
か
ら
歩
道
を
南

に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

鷲
敷
工
業

那
賀
郡
那
賀
町
小
仁
宇
の
一
般
国
道
一
九
五
号
と
町
道
小
原
線
と
の

五
四
ヘ
ク

同

団
地
特
定

交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
東
、
南
及
び
東
に
進
み
わ

タ
ー
ル

猟
具
使
用

じ
き
工
業
団
地
と
山
林
と
の
境
界
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を

禁
止
区
域

東
、
南
及
び
西
に
進
み
通
称
三
延
の
溜
に
至
り
、
同
所
か
ら
一
般
国
道

一
九
五
号
と
県
道
竹
ガ
谷
鷲
敷
線
と
の
交
点
と
の
見
通
し
線
を
南
西
に

進
み
同
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
西
及
び
北
東
に
進
み
起

点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

鷲
の
里
特

那
賀
郡
那
賀
町
和
喰
郷
字
田
野
の
町
道
和
食
田
野
線
と
県
道
阿
南
鷲

七
〇
ヘ
ク

同

定
猟
具
使

敷
日
和
佐
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
に
進
み

タ
ー
ル

用
禁
止
区

同
町
と
阿
南
市
と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線

域

を
東
、
南
及
び
北
東
に
進
み
四
等
三
角
点
北
地
（
標
高
四
三
九
・
九
メ

ー
ト
ル
）
に
至
り
、
同
所
か
ら
南
に
派
生
す
る
稜
線
を
南
に
進
み
大
地

り
ょ
う

谷
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
を
下
流
に
進
み
町
道
和
食
北

地
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
西
に
進
み
町
道
和
食

田
野
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
に
進
み
田
野
橋
を

経
て
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

奥
河
内
特

海
部
郡
美
波
町
の
町
道
嵐
線
の
嵐
橋
南
詰
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら

二
二
三
ヘ

同

定
猟
具
使

同
町
道
を
北
に
進
み
町
道
桜
町
奥
潟
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

ク
タ
ー
ル

用
禁
止
区

か
ら
同
町
道
を
西
に
進
み
一
般
国
道
五
五
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

域

か
ら
同
国
道
を
北
に
進
み
県
道
日
和
佐
上
那
賀
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
県
道
を
西
に
進
み
永
田
橋
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
橋
を
北
西
に
進
み
町
道
永
田
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
町
道
を
北
東
に
進
み
町
道
本
村
馬
木
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
町
道
を
東
に
進
み
田
々
川
橋
北
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
日
和
佐
川

左
岸
堤
防
を
東
に
進
み
一
般
国
道
五
五
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
国
道
を
北
に
進
み
町
道
本
村
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
町
道
を
西
に
約
八
〇
メ
ー
ト
ル
進
み
稜
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

り
ょ
う

所
か
ら
同
稜
線
を
南
西
に
進
み
標
高
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
経
て

り
ょ
う

標
高
一
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
稜
線
を
西
に
進
み

り
ょ
う

標
高
一
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
稜
線
を
北
西
に
進

り
ょ
う

み
標
高
二
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
稜
線
を
北
東
に

り
ょ
う

進
み
四
等
三
角
点
本
村
（
標
高
一
六
六
・
三
メ
ー
ト
ル
）
に
至
り
、
同

所
か
ら
稜
線
を
南
東
に
進
み
一
般
国
道
五
五
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同

り
ょ
う

所
か
ら
同
国
道
を
南
に
進
み
県
道
北
河
内
奥
河
内
線
と
の
交
点
に
至
り

、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
東
及
び
南
に
進
み
井
ノ
上
橋
と
の
交
点
に
至



り
、
同
所
か
ら
同
橋
を
経
て
東
に
進
み
町
道
井
ノ
上
六
号
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
に
進
み
町
道
井
ノ
上
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
西
に
進
み
町
道
宝
木
一
号
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
西
に
進
み
県
道
北
河
内
奥
河
内
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
に
進
み
県
道
日
和
佐
小
野
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
に
進
み
厄
除
橋
を
経
て
更

に
南
に
進
み
町
道
日
和
佐
停
車
場
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

町
道
を
南
に
進
み
町
道
港
町
通
り
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

町
道
を
南
に
進
み
内
ヶ
磯
橋
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
橋
を
東

に
進
み
日
和
佐
港
の
海
岸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
海
岸
線

を
北
に
進
み
南
阿
波
サ
ン
ラ
イ
ン
鳥
獣
保
護
区
の
境
界
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
東
に
進
み
日
和
佐
城
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
境
界
線
を
南
に
進
み
四
等
三
角
点
大
磯
（
標
高
一
二
八
・
六
メ
ー

ト
ル
）
に
至
り
、
同
所
か
ら
起
点
と
の
見
通
し
線
を
北
西
に
進
み
起
点

に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

貞
光
特
定

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
貞
光
の
一
般
国
道
一
九
二
号
と
同
町
と
美
馬
市
と

一
八
〇
ヘ

同

猟
具
使
用

の
境
界
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
に
進
み

ク
タ
ー
ル

禁
止
区
域

Ｊ
Ｒ
徳
島
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
線
を
西
に
進
み
Ｊ
Ｒ
徳

島
線
貞
光
川
橋
梁
に
至
り
、
同
所
か
ら
一
般
国
道
四
三
八
号
を
南
に
進

り
ょ
う

み
木
綿
麻
橋
を
渡
り
北
に
進
み
源
氏
谷
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
谷
を
上
り
町
道
西
山
幹
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を

北
に
進
み
県
道
半
田
貞
光
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を

西
に
進
み
同
町
貞
光
と
同
町
半
田
と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
境
界
線
を
北
に
進
み
一
般
国
道
一
九
二
号
と
の
交
点
に
至
り

、
同
所
か
ら
同
国
道
を
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の

区
域

清
水
特
定

美
馬
市
と
三
好
市
と
の
境
界
線
と
徳
島
自
動
車
道
と
の
交
点
を
起
点

二
二
ヘ
ク

同

猟
具
使
用

と
し
、
同
所
か
ら
同
自
動
車
道
を
北
西
に
進
み
箸
ヶ
谷
と
の
交
点
に
至

タ
ー
ル

禁
止
区
域

り
、
同
所
か
ら
同
谷
を
北
東
に
進
み
山
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
山
道
を
東
に
進
み
農
道
山
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

農
道
を
東
に
進
み
市
道
清
水
山
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

市
道
を
北
に
進
み
山
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
山
道
を
北
東

に
進
み
同
市
と
美
馬
市
と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

境
界
線
を
南
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

辻
特
定
猟

三
好
市
井
川
町
の
市
道
辻
高
な
で
し
こ
橋
線
と
一
般
国
道
一
九
二
号

一
〇
ヘ
ク

同

具
使
用
禁

と
の
南
側
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
東
に
進
み
市

タ
ー
ル

止
区
域

道
辻
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
に
進
み
蓬
莱
橋



に
至
り
、
同
所
か
ら
市
道
辻
高
な
で
し
こ
橋
線
を
西
に
進
み
起
点
に
至

る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

拝
原
東
・

美
馬
市
脇
町
字
拝
原
の
一
般
国
道
一
九
三
号
と
県
道
鳴
門
池
田
線
と

一
六
九
ヘ

同

九
反
地
特

の
南
側
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東
に
進
み
同
市
と

ク
タ
ー
ル

定
猟
具
使

阿
波
市
と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
線
を
南
に
進
み
吉
野

用
禁
止
区

川
市
と
美
馬
市
と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
線
を
南
東
に

域

進
み
一
般
国
道
一
九
二
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
西

に
進
み
一
般
国
道
一
九
三
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を

北
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

別
所
・
小

美
馬
市
脇
町
野
村
の
野
村
谷
川
橋
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
県
道
鳴

四
一
〇
ヘ

同

島
特
定
猟

門
池
田
線
を
東
に
進
み
稲
田
橋
を
経
て
吉
野
川
左
岸
堤
防
と
の
交
点
に

ク
タ
ー
ル

具
禁
止
区

至
り
、
同
所
か
ら
同
堤
防
を
西
に
進
み
四
国
電
力
送
電
線
と
の
交
点
に

域

至
り
、
同
所
か
ら
同
送
電
線
を
南
に
進
み
吉
野
川
右
岸
堤
防
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
堤
防
を
西
に
進
み
、
同
市
と
美
馬
郡
つ
る
ぎ
町

と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
西
に
進
み

、
吉
野
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
野
村
谷
川
と
の
見
通
し
線
を

北
に
進
み
同
川
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
を
北
に
進
み
起
点
に
至
る
線

で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域



徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
九
号

徳
島
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
企
業
局
長

上

田

輝

明

徳
島
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
」
の
下
に
「
及
び
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣

手
当
」
を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
徳
島
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
の
規
定
は
、
令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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